
令和９年４月１日付

洞爺湖町職員採用試験案内

TOYAKO

職 種 事務職 （一般枠・社会人枠）

事務職 （障がいのある方 ）

技術職（建築）（一般枠・社会人枠）

技術職（土木）（一般枠・社会人枠）

保健師 （一般枠）

管理栄養士 （一般枠・社会人枠）

受 付 期 間 令和8年6月29日(月)～8月7日(金)

第 １ 次
試 験 日

令和8年9月20日(日)

採用予定日 令和９年４月１日

洞爺湖町ホームページ

http://www.town.toyako.hokkaido.jp

職員採用試験

（ 実 施 要 領 ）



１ 職種・採用予定人数・受験資格

職 種
採用予定
人 数

受験資格

事 務 職

一 般

通じて
３ 名

平成８年４月２日以降に生まれた方

社 会 人

昭和６１年４月２日以降、平成８年４月１日までに生

まれた方

・平成31年4月1日～令和８年3月末日までの間に民間企

業や公的機関等での勤務経験が5年以上ある方

障がいの

あ る 方
１名

昭和６1年４月２日以降に生まれた方

・次のいずれかに該当する方

⑴身体障害者福祉法第１５条に定める身体障害者手帳

（１級から６級）の交付を受けている方

⑵都道府県知事又は政令指定都市市長が交付する療育

手帳又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神

保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者

職業センターによる判定書の交付を受けている方

⑶精神保健福祉法第４５条に定める精神障害者保健福

祉手帳の交付を受けている方

技 術 職
建 築

一 般

通じて
１ 名

平成８年４月２日以降に生まれた方

社 会 人

昭和５１年４月２日以降、平成８年４月１日までに生

まれた方

・次のいずれかに該当する方

①１級又は２級建築施工管理技士の資格を有する方

②民間企業や公的機関等における職務経験の内、建

築に関する職務経験が3年以上ある方

技 術 職
土 木

一 般

若干名

平成８年４月２日以降に生まれた方

社 会 人

昭和５１年４月２日以降、平成８年４月１日までに生

まれた方

・次のいずれかに該当する方

①１級又は２級土木施工管理技士の資格を有する方

②民間企業や公的機関等における職務経験の内、土

木に関する職務経験が３年以上ある方

保 健 師 一 般 １名
・平成８年４月２日以降に生まれた方

・保健師免許を有する方

管 理
栄 養 士

一 般

通じて
１ 名

・平成８年４月２日以降に生まれた方

・管理栄養士免許を有する方

・平成４年４月２日以降、平成８年４月１日までに生

まれた方

・管理栄養士免許を有する方

・民間企業や公的機関等における職務経験の内、管理

栄養士に関する職務経験が３年以上ある方

社 会 人

共 通
・高校卒業以上（来春卒業見込者を含む）

・普通自動車運転免許（障がいのある方は除く）



３ 試験の日程・場所・試験内容・合格発表

区分 日 程 場 所 試験内容 合格発表

第
１
次
試
験

９月２0日(日)

午前9時00分

【集合】

午前8時40分

室蘭市中小企業センター

室蘭市東町４丁目２９

番１号

電話 0143-43-3619

・教養試験

・作文又は論文試験

・事務適正検査

（高校卒のみ）

・性格特性検査

（障がいのある
方を除く）

１０月
中旬頃

第
２
次
試
験

第１次試験結果通

知時に日程等詳細

についてお知らせ

します。

洞爺湖町役場

虻田郡洞爺湖町栄町58

番地

電話 0142-74-3000

・面接試験

・グループワーク

（障がいのある
方を除く）

１１月
中旬又は
下旬頃

４ 受験手続・受付期間

(1) 申込書等の請求方法

洞爺湖町のホームページから申込書、履歴書をダウンロードすることができます。ま

た、直接、役場総務課の窓口でも受け取れます。

(2) 受付期間

令和８年6月２９日（月）から8月７日（金）までの平日、午前８時４５分から午後５

時３０分まで（土日祝日は受付できません。）

郵送の場合は、8月７日（金）までの消印に限り受付します。

日本国籍を有しない者又は地方公務員法第１６条に該当する者は、上記資格を有し

ていても受験できません。

２ 欠格事項

【留意事項】

１）「民間企業や公的機関等における職務経験」とは、会社員、自営業者、公務員、団体職

員等として週３０時間以上の勤務を同一の企業等において、６月以上継続して勤務した

期間（複数ある場合は通算可）をいいます。

２）高校卒には、短大卒及び専門学校卒も含まれます。

３）採用後には、原則、町内に居住していただきます。

４）普通自動車運転免許及び免許、資格は、令和９年３月３１日までに取得することを採用の条

件とします。



５ その他

(1) 試験当日の受験に際して車椅子の使用などの配慮が必要な方は、あらかじめ連絡願いま

す。

(2) 携帯電話、スマートフォン等は、他の受験者の妨げになりますので、試験会場では電源

を切ってください。

(3) 提出した履歴書、各種証明書等は、原則返却しませんのでご了承願います。

(4) 洞爺湖町における初任給は概ね次の金額となる予定です。

学 歴 初 任 給 摘 要

高 校 卒 ２００，３００円

※採用前の経歴に応じて、これ以上になる場

合があります。
短 大 卒 ２１６，５００円

大 学 卒 ２３２，０００円

【一般枠・障がいのある方】

【社会人枠】

初任給は、採用前の経歴及び従事していた職務内容等を勘案のうえ決定されます。

(3) 申込書類

ア 申込書、履歴書（町指定のものに限る。最近６月以内に正面向脱帽で撮影した写真

（縦４㎝、横３㎝）を貼付すること。）

イ 本人確認書類の写し（免許証、マイナンバーカードや学生証など）

ウ 最終学歴の卒業証明書又は卒業証書の写し若しくは卒業見込証明書

エ 資格を有していることのわかる証明書、免許証等の写し

※本人確認書類として提出する場合は、省略可

オ 身体障害者手帳等（判定書）の写し

カ 職務経歴書（社会人枠のみ）

キ 受験票送付用封筒（長形３号、本人のあて先を記載し、140円切手を貼付）

(4) 申込書等の提出先及び問合せ

〒049-5692 北海道虻田郡洞爺湖町栄町５８番地

洞爺湖町役場総務部総務課職員係（☎0142-74-3000）
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